
北海道の取組等について

北海道環境生活部環境局気候変動対策課

令和３年（2021年）８月２４日 第６回気候変動適応北海道広域協議会
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北海道気候変動適応センターについて

位置づけ

気候変動適応法第13条に基づく「地域気候変
動適応センター」

所掌事項

役割

北海道における気候変動適応を推進するため
、気候変動影響及び気候変動適応に関する情
報の収集・整理・分析及び提供並びに技術的
助言を行う拠点

1. 市町村の要望に応じて地域気候変動適応
計画の策定に必要となる地域の気候変動
影響及び気候変動適応に関する科学的知
見の整理

2. 道内の適応の優良事例の収集
3. 道内の気候変動影響の予測及び評価
4. 地域適応計画の策定や適応の推進のため

の技術的助言
5. 道内の気候変動影響に関する様々な情報

についてウェブサイト等を通じた発信
6. 地域の事業者や地域住民の適応に関連す

る相談への対応
7. 活動により収集した情報及び整理、分析

した結果等の国立環境研究所との共有
8. その他前条の目的を達成するために必要

な事項

設立

令和３年４月１日
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北海道気候変動適応センターについて

理解・取組の促進

（熱中症予防や防災情報の確認など）

気候リスク管理

適応ビジネス展開事業者道民

環境財団

①情報提供等

②技術的助言

適応センター

道総研

北海道

科学的知見

連携

道内大学

国立環境研究所
(気候変動適応センター)

研究機関
（民間含む）

啓発協力

地域の適応の取組を推進
（影響の回避・軽減）

技術的助言・援助（法第11条）

（オブザーバー等）

環境省北海道

地方環境事務所

事務局
（気候変動対策課）

【庁内体制】

北海道気候変動対策推進本部

（適応推進ＰＴ・ＷＧ）

（気候変動適応推進会議）

技術的助言の実施
・地域計画策定や適応の推進のための技術的助言。

・事業者や地域住民の適応に関する相談への対応。

（今後、連携強化）

市町村 地域の状況に応じて適応の

取組を総合的・計画的に推進

○北海道気候変動適応計画（R2.3）

道の施策に適応の視点を組込み、

各分野における適応策を展開

※重点４分野（産業・自然環境・

自然災害・生活健康）

（研究・技術的助言）（普及啓発・情報発信）

情報の収集、整理、分析及び提供
・地域の気候変動影響・適応の科学的知見の整理

・地域の適応の優良事例の収集

・地域の気候変動影響に関する予測・評価や情報発信

・情報及び整理・分析結果等の国環研との共有

＜センター機能①＞ ＜センター機能②＞

ニーズ

気象台

（Hokkaido Local Climate Change Adaptation 
Center）

※体制イメージ
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北海道気候変動適応センターについて
センターの活動例（ウェブサイトでの情報発信・収集）

①気候変動適応に関する研究論文・文
献等（科学的知見）
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②気候変動に関する観測・予測情報（
札幌管区気象台リンク）

③適応に関する取組事例

④センターへの情報提供依頼

⑤A-PLATリンク

① ② ③ ④ ⑤



北海道気候変動適応センターについて
ウェブサイト掲載情報①（適応に関する研究情報）

道総研や北海道大学等にご協力いただ
き、気候変動適応に関する研究論文等
文献を収集・発信。
（R3.7.15現在３２９件）
（分野ごとに分類し、キーワード検索
も可能。）

※そのほか、道総研が研究の過程で収
集した雪氷に関する文献（R3.7.1現在
９２５件）も（リンク）掲載
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北海道気候変動適応センターについて
ウェブサイト掲載情報③（適応に関する取組事例）

・市町村の地域計画
・事業者の取組（適応ビジネス）
・研究機関・大学等の取組
等を掲載
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北海道気候変動適応センターについて
ウェブサイト掲載情報④（情報提供のお願い）

・適応に関する研究情報や取組事例を
募集するとともに、関係機関と連携し
ながら相談に対応

※研究論文や文献、取組事
例などがありましたら情報
をご提供ください。
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北海道気候変動対策推進本部（及び適応推進PT）について

本部員・幹事会体制

本部員 総務部長
総務部職員監
総務部危機管理監
総合政策部長
総合政策部次世代社会戦略監
総合政策部地域振興監
総合政策部交通企画監
環境生活部長
環境生活部東京オリンピック連携推進監
環境生活部アイヌ政策監
保健福祉部長
保健福祉部新型コロナウイルス感染症対策監
保健福祉部少子高齢化対策監

経済部長
経済部観光振興監
経済部食産業振興監
農政部長
農政部食の安全推進監
水産林務部長
建設部長
建設部建築企画監
会計管理者
企業局長
道立病院部長
教育庁教育部長
警察本部交通部長
各（総合）振興局長

幹事長 環境生活部 環境局 気候変動対策課長
幹 事 総務部 総務課長

総合政策部 総務課長
政策局 計画推進課長

環境生活部 総務課長
環境局 環境政策課長
環境局 循環型社会推進課長
環境局 循環型社会推進課 環境保全担当課長
環境局 自然環境課長

保健福祉部 総務課 政策調整担当課長
経済部 経済企画局 経済企画課長

環境・エネルギー局環境・エネルギー課長
農政部 農政課 政策調整担当課長
水産林務部 総務課 企画調整担当課長
建設部 建設政策局 建設政策課 政策調整担当課長
出納局 総務課長
企業局 総務課長
道立病院局 病院経営課長
教育庁 総務政策局 教育政策課長
警察本部 交通部 交通規制課長
各（総合）振興局くらし・子育て担当部長

北海道気候変動対策推進本部（旧：北海道地球温暖化対策推進本部）
設立：平成22年４月１日（令和３年４月１日 要綱改正（→気候変動対策推進本部へ））
目的：2050年までに温室効果ガス排出量と森林等による吸収量の均衡を図りながら、環境と経済、社会が調和しながら成長を続ける「ゼロ

カーボン北海道」の実現に向けて、庁内関係部局等が連携して取組を進めるため、北海道気候変動対策推進本部（以下「推進本部」
という。）を設置する。

本部員・幹事会体制（※下線はR3.4.1改正で追加された構成員）
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北海道気候変動対策推進本部（及び適応推進PT）について

PT(プロジェクトチーム)及びWG（ワーキンググループ）

【目的】 各部等の連携による効果的な施策や事業の推進について協議、調整する。

今年度から、「緩和」「道の事務・事業」「適応」の観点から３つのＰＴを設置。

【役割】 各部が連携し、重点的に取り組む事項について、各ＰＴ構成員の中から関係するメン

バーで今後展開する施策を検討する。
なお、検討した施策は、各部単独での施策を含め、ゼロカーボンに資する重点施策として打ち出

していく。
具体的な作業は課長級以下で構成するＷＧを設置して行う。

● R3年一定予特知事総括より（抜粋）
本部のもとに３つのプロジェクトチームを新たに設け、関連する部長などを中心に「地域の特性を活か

した再エネ導入に向けた連携」や「道産木材の活用と住宅のゼロエネルギー化」などテーマを設定し、議
論を進めることとしております。
このプロジェクトチームにおいて検討された取組については、推進本部において共有をし、各部の様々

な施策資源の集中投入により展開をし、加速化を図りますとともに更なる連携や道内各地域への水平展開
へつなげるなど、全庁一丸となって取り組んでまいります。

気候変動対策推進本部設置要綱第５に基づき、R3から設置
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北海道気候変動対策推進本部（及び適応推進PT）について

PT(プロジェクトチーム)及びWG（ワーキンググループ）

適応推進PT

ＰＴテーマ
（大項目）

検討事項案
（詳細）

PTメンバー ＷＧ構成
関係する計

画

全道の研究・
事業などに活
用できる適応
データベース
の充実

道総研と連携した
適応研究や情報
のプラットフォーム
の充実

危機管理監
地域振興監
環境生活部長
保健福祉部長
経済部長
観光振興監
農政部長
水産林務部長
建設部長
教育庁教育部長
関係振興局長

総務部（地域防災計画)、総合政策部（各種検
討）、環境生活部（生物多様性）（適応）、保健
福祉部（熱中症）、農政部（営農技術、スマート
農業）、水産林務部（漁業生産、魚病）（森林吸
収）、建設部（治水、防災）、教育庁（熱中症）、
道総研：５研究本部、１４振興局

北海道気候
変動適応計
画

適応をチャン
スと捉えた事
業の創出や道
内誘致の検討

本道の強みを活
かした適応の道内
外へのPR

総合政策部（移住定住）、環境生活部（適応）、
経済部（企業誘致）（観光資源）、農政部（ス
マート農業）、水産林務部（水産林業振興）、道
総研：５研究本部、１４振興局

ゼロカーボン推進PT

赤れんが脱炭素化推進PT

PTコーディネーター
（環境生活部長）

R3年度
WG

テーマ
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北海道気候変動対策推進本部（及び適応推進PT）について

道総研と連携した適応研究や情報のプラットフォームの充実 WG
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【ねらい】

○ 庁内・道総研との連携体制を整え、情報収集・整

理・提供や技術的助言など「気候変動適応センター」

の機能の充実

○ 研究ニーズの把握と関係者間の情報共有体制の構築

など

部 課

総務部 危機対策課

総合政策部地域戦略課

環境生活部自然環境課

環境生活部気候変動対策課

保健福祉部地域保健課

農政部 技術普及課

水産林務部総 務 課

水産林務部森林計画課

建設部 河川砂防課

教育庁 健康・体育課

道総研 ５研究本部

１４振興局環境生活課

プラットフォームWGメンバー



北海道気候変動対策推進本部（及び適応推進PT）について

本道の強みを活かした適応の道内外へのＰＲ WG

【ねらい】

○ 国の適応計画では、被害の防止・軽減だけでなく、

新たな産品のブランド化など、適応を契機とした地域

社会・経済の健全な発展につなげていく視点も重要と

され、道の適応計画においても同様の基本方向（適応

ビジネスの取組の促進）を掲げている。

○ ピンチをチャンスに変える道内の取組を取りまとめ、

道内外にＰＲすることで、新たな事業参入の促進も含

め、本道の社会経済の発展につなげる検討を行いたい。
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部 課

総合政策部地域政策課

環境生活部気候変動対策課

経済部 産業振興課

経済部 観光振興課

農政部 技術普及課

水産林務部総 務 課

水産林務部森林計画課

道総研 ５研究本部

１４振興局環境生活課

ビジネスチャンスＷＧメンバー



ご静聴ありがとうございました。
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